
鹿島市教育委員会会議録（4月定例会） 

 

１ 開会、閉会、休憩の年月日時刻 

 （１）開会   平成３０年４月２日（月）１４時００分 

 （２）閉会   平成３０年４月２日（月）１４時５０分 

 （３）休憩   平成  年  月  日  時  分～  時  分 

 

２ 出席及び欠席委員の氏名 

 （１）出席  江島秀隆教育長  田中隆昭委員 

        岡田和人委員   田代道子委員    

木原八重子委員 

    

欠席  なし 

 

３ 委員及び傍聴人を除き、議場に出席した者の氏名 

・寺山教育次長          ・山﨑生涯学習課長 

・針長教育総務課参事       ・岡指導主事 

・澤野指導主事          ・一ノ瀬給食センター所長 

・橋村生涯学習課課長補佐     ・高本教育総務課課長補佐      

 

 

４ 会議に附議した事件の題目及びその内容 

  

【議案第１２号】 

平成３０年度 鹿島市学校教育方針（案）及び鹿島市社会教育方針（案） 

について 

 

（内容） 

平成３０年度 鹿島市学校教育方針（案）及び鹿島市社会教育方針（案）

について、別紙のとおり定めたいので、委員会の議決を求める。 

 

 

  

（質問事項等） 

   なし 

 

 

※提案どおり承認【全員承認】 

 

 

【議案第１３号】 

鹿島市立能古見小学校浅浦分校廃止に伴う特例通学費補助金交付要綱の

制定について 

 



（内容） 

鹿島市立能古見小学校浅浦分校廃止に伴う特例通学費補助金交付要綱を

別紙のとおり制定したいので、委員会の議決を求める。 

 

（提案理由） 

能古見小学校浅浦分校を廃止することによって本校へ通学することにな

った児童に対し補助を行うための交付要綱を制定したいので、この案を提

出する。 

 

（質問事項等） 

 岡田委員「これは、分校区の子だけを対象とした補助金ということか。

１・２年生は何人いるのか。」 

事務局 「そのとおり。１・２年生で７人いる。通学距離が４キロを超

える児童は、今まで通り、遠距離通学費補助も支給すること

としている。」 

  

 

※提案どおり承認【全員承認】 

 

 

【議案第１４号】 

鹿島市立小・中学校の学校医、健康相談医、学校歯科医及び学校薬剤師

の委嘱について 

 

（内容） 

鹿島市立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則

（平成１２年教委規則第２号）第３条の規定並びに鹿島市立学校職員安全

衛生管理規程第７条第２項の規定により、学校医、健康相談医、学校歯科

医及び学校薬剤師を委嘱したいので、委員会の議決を求める。 

 

（提案理由） 

学校医、健康相談医、学校歯科医及び学校薬剤師の任期満了に伴い、この

案を提出する。 

 

（質問事項等） 

   なし 

 

 

※提案どおり承認【全員承認】 

 

 

【議案第１５号】 

鹿島市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 



 

（内容） 

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第３２条第１項の規定

により、鹿島市スポーツ推進委員を委嘱したいので、委員会の議決を

求める。 

 

 

（提案理由） 

鹿島市スポーツ推進委員の任期満了に伴い、この案を提出する。 

 

（質問事項等） 

    木原委員「委員のなり手がいないと聞く。報酬はどのくらいで、参加

する会議や年間行事はどのくらいあるのか。」 

    事務局 「市民体育大会やクロスカントリー、祐徳ロード、推進委員

の研修会や大会などで年間３０回くらいある。ほとんどが土

曜日・日曜日の開催となっている。 

 

 

※提案どおり承認【全員承認】 

 

 

【議案第１６号】 

鹿島市社会同和教育地域推進員の委嘱について 

   

 

（内容） 

鹿島市社会同和教育地域推進員設置要綱により、鹿島市社会同和教育

地域推進員を委嘱したいので、委員会の議決を求める。 

 

（提案理由） 

鹿島市社会同和教育地域推進員の退任に伴い、委員を補充したいので、

この案を提出する。 

 

 

※提案どおり承認【全員承認】 

 

 

５ 承認事項 

【鹿島市教育委員会３月定例会及び臨時会 会議事録の承認について】 

 

※承認。[全員承認] 

 

 

６ 報告事項 

なし 



 

 

７ その他 

・４月の学校行事等について説明 

    ・学校給食における食物アレルギー対応について、除去食対応者の状

況および年次推移など説明 

・安全性を最優先に学校、調理場、教育委員会、医療機関、消防

とが相互に連携し、組織的に対応することが不可欠である。 

 

 


